
お問い合わせ・ご不明な点は…むかわ町選挙管理委員会へ （裏面もご覧ください）

《 電話 むかわ町役場本庁 ４２－２４１１ ／ 穂別総合支所 ４５－２１１１ 》

◇ むかわ町で投票できる方
むかわ町で投票できる方は、満18歳以上(平成20年２月９日以前に出生)で日本国籍を持ち、

次のいずれかに該当する方です。
・生まれてから引き続き、むかわ町の住民基本台帳に登録されている方。
・令和７年10月26日までにむかわ町に転入の届け出をし、令和８年１月26日現在もむかわ町
の住民基本台帳に登録されている方。
・令和７年９月27日以降に転出し、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方。

◆ 転入・転出など住所を異動される時期により、むかわ町で投票できない場合があります。
ご不明な点は町選挙管理委員会へお問い合わせください。

◇ 投票所入場券

投票所へお越しの際は、入場券をお持ちください。
今回は解散から投票当日までの期間が非常に短く、期日前投票が始まって

も入場券がお手元に届かないことが予想されます。
入場券がなくても、選挙人名簿に登録されている方は、投票できます。
その際、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書をご持参いただ

けますと、スムーズに投票できます。ご協力よろしくお願い申し上げます。

◇ 投票用紙の書き方

衆議院議員総選挙の投票用紙は２種類あります。「小選挙区選出議員選挙」は候補者１人の
氏名を、「比例代表選出議員選挙」は政党の名称１つを記載してください。また、最高裁判所
裁判官国民審査の投票用紙には、やめさせた方がよいと思う裁判官に対して × の記号を記
載し、やめさせなくてもよいと思う裁判官に対しては何も記載しないでください。
いずれも余分な事項を書くと無効票となります。書き違いや投票用紙が破れたりした場合は、

投票所の係員に申し出て新しい投票用紙と取り替えてください。

◇ 投票所ごとの投票できる時間

投票所ごとの投票できる時間は｢裏面｣のとおりとなっています。
お間違えの無いようご注意ください。

◇ 投票日に投票ができない方は

ご都合により投票日に投票できない方は、『期日前投票』ができます。また、遠
方に滞在されている方、指定病院や老人ホーム等に入院･入所されている方は、『不
在者投票』ができます。入院･入所先又は町選挙管理委員会にお問い合せください。

◆期日前投票所・不在者投票所については、裏面をご確認ください。
◆不在者投票は、あらかじめ「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項記入の
うえ、町選挙管理委員会に郵送又は持参し、投票用紙を請求してください。「不在者投票の投票
用紙等の請求書兼宣誓書」は、町選挙管理委員会でご用意しているほか、町ホームページよりダ
ウンロードすることもできます。請求書の受理後、滞在先へ書類を郵送しますので、そのまま滞
在先の選挙管理委員会に持参し投票してください。

２月８日（日曜日）は
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の

投票日です



２月８日（日）の各投票区投票所の場所と時間
◆ 投票当日（２月８日）における投票は、投票所入場券に記載された投票所以外
での投票は一切できません。投票所と投票時間を入場券で必ずご確認ください。

投票区名 投票所の場所と時間

第１投票区 四季の館 研修室 午前７時から午後７時まで

第２投票区 川西第２集落センター

第３投票区 川西第１集落センター

第４投票区 川東第１集落センター

第５投票区 漁村センター

第６投票区 春日生活館 午前７時から午後６時まで

第７投票区 川東第２集落センター

第８投票区 仁和会館

第９投票区 穂別中央生活館

第１０投票区 穂別町民センタ― 第１会議室

第１１投票区 富内銀河会館

第１２投票区 稲里生活館

※第１投票区のみ投票時間が「午後７時まで」となっています。お間違えのないようご注意願います。

期日前投票所・不在者投票所の場所と時間

１月２８日（水）から２月７日（土）まで
「最高裁判所裁判官国民審査」の期日前投票は、２月１日（日）から投票できます。
衆議院議員総選挙とは期日前投票のできる期間が異なりますのでご留意ください。

むかわ町産業会館 第１会議室 午前８時３０分 ～ 午後８時００分

穂別町民センター 第１会議室 午前９時００分 ～ 午後７時００分

◆ 期日前投票をされる際には、投票所入場券の裏面(宣誓書)に氏名など必要事項をあらか
じめご記入ください。受け付けに時間がかからずスムーズに投票いただけます。

◆ 期日前投票については、むかわ町産業会館又は穂別町民センターどちらでも投票できま
すが、選挙の当日（２月８日）については投票所入場券に記載された投票所以外での投票
はできませんのでご注意ください。


